
 

公立大学法人横浜市立大学出納事務取扱要領 

 

制  定 平成17年４月１日 

最近改正 令和５年11月30日 

（目的） 

第１条 この要領は、公立大学法人横浜市立大学会計規則（以下「会計規則」とい

う。）及び公立大学法人横浜市立大学会計実施規程（以下「会計実施規程」とい

う。）に定める金銭出納の管理に関する事務手続を定め、公立大学法人横浜市立

大学（以下「法人」という。）の資金の安全な保管と効率的な運用を行うことを

目的とする。 

（金銭の範囲） 

第２条 この要領で金銭とは、会計規則第 17 条第１項に規定する現金及び預金をい

い、現金には通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書及

び官公署の支払通知書を含むものとする。 

（出納責任者及び所属出納責任者） 

第３条 会計規則第 18 条第１項及び会計実施規程第８条に定める出納責任者は、所

掌する出納単位における金銭の出納及び保管に関する事務について、一切の権限

と責任を有する。 

２ 出納責任者を除く各所管課長を所属出納責任者とし、所属出納責任者は、所管に

おける金銭の出納及び保管に関する事務について、権限と責任を有する。 

３ 出納責任者及び所属出納責任者（以下「出納責任者等」という。）に事故がある

場合、その他特に必要と認める場合には、会計規則第８条第２項及び会計実施規

程第２条に定める経理責任者は、他の者にその業務の代行を委任することができ

る。 

（出納責任者等の交代） 

第４条 出納責任者等が交代したときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを

行わなければならない。 

（出納担当者及び所属出納担当者の選任） 

第５条 出納責任者は、会計規則第 18 条第４項に定める出納担当者を置いた場合

は、現金の収納事務に関する業務を委任することができる。なお、この場合は、

法人（附属の病院を除く）を所管する出納責任者（以下「本部出納責任者」とい

う。）に報告しなければならない。 

２ 所属出納責任者は、補助者として所属出納担当者を置き、現金の収納事務に関す

る業務を委任することができる。なお、この場合の報告は前項と同様とする。 

（現金の取扱） 

第６条 現金は、原則として業務上現金によることがやむを得ない支払、小口現金に

よる支払及び釣銭準備金による支払に充てる場合以外は、金融機関に預け入れる

ものとする。 

２ 小口現金の取扱については、別に定める。 

３ 釣銭準備金の取扱については、別に定める。 



 

（預金口座） 

第７条 出納責任者等は、金融機関との取引を開始又は廃止する必要が生じた場合及

び取引金融機関に新たに口座を開設する必要が生じた場合は、取引金融機関の

（開設・廃止）について(申請)(様式１)にその理由、金融機関名、口座種別及び

口座名義等を明記し、法人経営を担当する理事（以下「法人経営担当理事」とい

う。）の承認を得なければならない。 

２ 新たな金融機関との取引及び新たな口座の開設が承認された場合は、本部出納責

任者は速やかに金融機関と口座の開設手続を行い、申請のあった出納責任者等に

通知するものとする。 

３ 出納責任者等は、会計実施規程第９条の定めにかかわらず、口座名義を理事長名

義によることにより業務運営上支障が生じる場合には、その理由を明確にして、

事務局長の承認を得なければならない。 

（認印及び収納印の取扱い） 

第８条 出納責任者、出納担当者、所属出納責任者及び所属出納担当者は、その氏名

をあらかじめ出納担当者管理台帳（様式２－１又は様式２－２）により本部出納

責任者に届け出なければならない。 

２ 出納担当者管理台帳に登録された出納責任者、出納担当者、所属出納責任者及び

所属出納担当者はその認証に用いる印（以下「認印」という。）を収納事務に関

する業務に用いることができる。 

３ 出納責任者、出納担当者、所属出納責任者及び所属出納担当者は、前項に定める

認印に代わる収納印を設ける場合、本部出納責任者に届け出なければならない。 

 （収納の方法） 

第９条 法人の収納の方法は、会計規則第 22 条第１項に基づき原則として金融機関

等への振込とし、必要に応じて現金により収納することができるものとする。 

（収納する金銭） 

第10条 法人が収納する金銭は、円建てによるものとする。 

（現金による収納手続） 

第11条 現金を収納したときの手続は、以下の手順による。 

(1) 出納責任者等（出納担当者又は所属出納担当者を置いた場合はその者を含

む。）は、金銭を収納したときは、領収証書を発行する。 

(2) 収納者が出納担当者又は所属出納担当者の場合は、収納後、直ちに領収証書の

控をもとに現金出納帳（様式３）に記帳のうえ、当該出納帳の写しと収納した現

金を出納責任者等へ渡すものとする。 

(3) 出納責任者等は、当日の現金の手許有高と領収関係書類の合計額が一致するこ

とを確認する。 

(4) 出納責任者等は、収納した現金を金融機関に預け入れる。 

(5) 納責任者等は、収納した現金を払出すとき及び金融機関へ預け入れるときは、

現金出納帳へ記帳する。 

（領収証書の発行） 

第12条 領収証書は、あらかじめ一連番号が付された所定の領収証書（様式４）を使



 

用する。ただし、領収日付、領収金額、領収先、領収内容、一連番号が記載され

た書式を使用するときは、この限りではない。 

(1) 領収証書には、収納の都度、第８条に規定する認印又は収納印を必要に応じ押

印することができるものとする。 

(2) 領収証書の領収金額を修正してはならない。領収金額の修正された領収証書は

無効とする。 

(3) 領収証書を書き損じた場合は、書き損じであることを明示し、領収証書（控）

に貼付する。 

(4) 収証書を再発行する場合には、会計伝票等により既に金銭を収納している旨を

確認し、領収証書に「再発行」の旨を記さなければならない。 

(5) 再発行した領収証書の控は、金銭を収納した旨を確認した会計伝票等の写しを

添付の上、保管しなければならない。 

（領収証書の不発行） 

第13条 次に掲げる金銭の収納の場合は、領収証書を発行してはならない。 

(1) 仮受金の受入れ、仮払金の戻入れ 

(2) 役員及び職員からの金銭の受入れ 

（振込による収納手続） 

第14条 本部出納責任者は、振込による収納についての情報を、金融機関からの通知

により適時かつ適切に把握するものとする。 

（附属病院収入等の収納手続） 

第15条 第11条から第14条の規定にかかわらず、附属病院、附属市民総合医療センタ

ー及び学術情報センター文献複写等の収入の収納手続については、別に定める。 

（金銭の支払） 

第16条 この要領において金銭の支払とは、法人の教育・研究活動等のために必要な

人件費、教育研究経費及び管理経費の支払のほか、法人が認めた金銭による支払

をいう。 

（支払期日） 

第17条 支払期日は、原則として本部出納責任者が別に定める支払日とする。 

（支払方法） 

第18条 支払は、会計規則第 26 条第１項に基づき、原則として振込又は小切手によ

るものとする。 

２ 会計規則第 26 条第１項ただし書に規定する支払を通貨をもって行うことができ

る場合とは、以下のものをいう。 

(1) 口座を保有していない外国人へ支払を行う場合 

(2) 小口現金による支払 

(3) 遠隔地での経費の支払 

(4) 役員及び職員に対する支払 

(5) その他やむを得ない場合 

（振込による支払手続） 

第19条 振込による支払手続は、原則として以下の手順による。 



 

(1) 本部出納責任者は、支払に先立ち支払予定日における資金残高を確認する。 

(2) ファームバンキングファイルを作成する。 

(3) ファームバンキングシステムにより、金融機関に支払依頼を行う。 

(4) 支払完了後、支払依頼先金融機関発行の支払通知と伝票の金額を照合する。 

（小切手の取扱） 

第20条 小切手の取扱は、公立大学法人横浜市立大学小切手取扱要領において定め

る。 

（通貨による支払手続） 

第21条 通貨による支払手続は、以下の手順による。 

(1) 出納責任者等は、支払に先立ち支払予定日における資金残高を確認する。 

(2) 出納責任者は、預金払出票を作成する。 

(3) 理事長印の押印者は、預金払出票の内容を確認し、銀行届出印を押印する。 

(4) 出納責任者は、預金払出票と預金通帳を銀行窓口へ持ち込み、出金依頼を行

う。 

(5) 出納責任者は、出金後、預金通帳に記帳された出金金額と伝票の金額を照合す

る。 

(6) 出納責任者等は、所定の手続にもとづいた支払依頼証還により、支払先に通貨

を支払う。 

(7) 出納責任者等は、領収証書を受領し、保管する。 

(8) 出納責任者等は、支払額を現金出納帳に記帳する。 

２ 法人が支払う通貨は、円建てによるものとする。 

（代理受領者） 

第22条 出納責任者が必要と認める場合には、支払対象者に代わって金銭を受領する

者（以下「代理受領者」という。）を委任することができる。 

２ 代理受領者は、代理受領の内容を記載した領収用紙を出納責任者に提出する。 

３ 代理受領者は、原則として、その所属する出納単位の出納責任者から金銭を受領

するものとする。 

４ 代理受領者は、受領した金銭を支払対象者に支払うとともに、領収証書を受領

し、出納責任者に提出しなければならない。 

（預り金の取扱） 

第23条 預り金の取扱については、別に定める。 

（収納金の返還） 

第24条 出納責任者は、既に収益として計上しているものの返還を行う場合には、本

部出納責任者に返還手続を依頼するものとする。 

（残高照合） 

第25条  出納責任者等は、会計規則第 29 条の規定に基づき、現金の手許有高と現金

出納帳を日々照合し、毎月末に現金手許有高等を現金残高報告書（様式５－１又

は５－２）により本部出納責任者へ報告しなければならない。 

２ 本部出納責任者は、現金及び預金の残高と帳簿残高とを照合する。 

（過不足金の取扱） 



 

第26条 出納責任者等は、会計規則第 30 条の規定に基づき、金銭に過不足が発生し

た場合は、速やかにその原因を調査し、経理責任者に報告するとともに、過不足

金の取扱・処理方法に関して経理責任者の指示に従い、再発防止に努めなければ

ならない。 

２ 出納責任者等は、金銭に過不足が発生した場合は、月末に現金過不足報告書（様

式６）により法人（附属の病院を除く）を所管する経理責任者（以下「本部経理

責任者」という。）に報告しなければならない。 

（保管中等の事故措置） 

第27条 経理責任者は、盗難その他の原因により、現金が紛失したと認められた場合

には、直ちに紛失した金額を算定して警察へ通報するとともに、本部経理責任者

及び事務局長に報告しなければならない。ただし、小切手の紛失の場合は、取引

金融機関へ連絡して小切手の支払停止を依頼するものとする。 

２ 小切手、手形が不渡りとなった場合には、本部経理責任者は、直ちに関係出納責

任者に連絡し、法人の損害を最小限に抑える措置を講じなければならない。 

（金庫の利用） 

第28条 法人に設置する金庫には会計実施規程第 10 条に定めるもののほか、次のも

のを保管するものとする。 

(1) 取引金融機関に届出した理事長印 

(2) 小切手用紙 

(3) 領収証書用紙 

(4) その他出納責任者が必要と認める書類 

２ 金庫の鍵は出納責任者等が保管するものとする。ただし、保管するものの範囲を

指定のうえ、代行者に鍵の保管を委任することができる。 

３ 前項にかかわらず、理事長印を保管する金庫の鍵については、当該出納責任者等

が自ら保管を行う。 

（金券類の取扱） 

第29条 切手類、コピーカード、図書カード等は、出納責任者等が金券類として管理

し、その受払いを金券類受払簿（様式７）に正確に記録し、金券類の手許有高と

受払簿の残高が一致することを確認しなければならない。 

２ 出納責任者等は、必要に応じて、金券類手許有高等を金券類残高報告書（様式８

－１又は８－２）及び金券類合計残高報告書（様式８－３又は８－４）により本

部出納責任者へ報告しなければならない。 

（外貨建取引の取扱） 

第30条 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をも

って記録する。ただし、本部出納責任者は、毎月前月の為替相場を参考に学内レ

ートとして設定することができる。 

 

附 則 

この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この要領は、平成23年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年11月30日から施行する。 

 


